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１ 事前準備 

１－１ 提出書類の準備 

 下記に該当する場合は、申請に際し書類の提出(アップロード)が必要になります。 

 電子申請の前に、該当する書類についてご準備ください。 

 ・障がいをお持ちのお子様について認定申請を行う場合 

  ＜提出書類＞ 

   ・次のいずれかの書類をスマートフォンのカメラ機能で撮影したもの又はプリンタ

等のスキャン機能で PDF 化したもの 

    ・身体障害者手帳 

    ・障害児通所給付費等の受給者証 

    ・療育手帳 

    ・精神障害者保健福祉手帳 

    ・特別児童扶養手当 

    ・医師等からの診断書 等 

 

 ・利用にあたり配慮すべき事項があるお子様について認定申請を行う場合 

  ＜提出書類＞ 

・疾患に関する医師の指示書 

・食物アレルギーに関する生活管理指導表 等 

 

・利用する月の年 (利用する月が４月から８月までの場合は前年)の１月１日現在 

で高岡市以外の市町村にお住まいの場合で、かつ、負担軽減の申請を行う場合 

＜例＞ 

 ・利用する月が令和８年４月の場合 → 令和７年１月１日現在 

 ・利用する月が令和８年９月の場合 → 令和８年１月１日現在 

 ＜提出書類＞ 

   ・「市町村民税課税証明書」や「市町村民税納税通知書」をスマートフォンの 

カメラ機能で撮影したもの又はプリンタ等のスキャン機能で PDF 化したもの 
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１－２ 「富山県電子申請サービス」に利用者登録を行う 

 下記 URLから「富山県電子申請サービス」にアクセスし、利用者員登録を行ってくださ

い。 

○「富山県電子申請サービス」URL 

https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetuduki&lgC

d=162027&shinseiFmtNo=0702a1&shinseiEdaban=03 

①画面下部「電子申請をする(電子証明書が不要)」を選択してください。 

 

②画面下部「利用者登録」を選択してください。 

 

 

 

 

https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetuduki&lgCd=162027&shinseiFmtNo=0702a1&shinseiEdaban=03
https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetuduki&lgCd=162027&shinseiFmtNo=0702a1&shinseiEdaban=03
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③「基本情報」欄及び「個人の場合の情報」欄について入力してください。 

④入力が完了したら、画面下部の「次へ」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

基本情報 

個人の場合の情報 

「個人」を選択して

ください。 
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⑤内容をご確認いただき、画面下部「利用規約に同意して登録する」を選択してください。 

 ※入力内容を修正する場合は、画面左下「利用者登録へ戻る」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正する場合 
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⑥入力したメールアドレス宛に利用者登録に関するメールが届きますので、ご確認くださ

い。 

 ※受信までに１分程度かかることがございます。 

 【件名】【利用申込】利用者ＩＤ発行と確認処理用ＵＲＬのお知らせ 

 【差出人】富山県電子申請サービス shinsei-toyama@pref.toyama.lg.jp 

 

⑦「【確認ページ】」の URL を選択すると、ログイン画面が表示されます。 

「【利用者 ID】」と１－２③で登録した「パスワード」を入力してください。 

 

 

⑧利用者登録完了が表示されます。 

 

以上で「富山県電子申請サービス」の利用者登録は完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shinsei-toyama@pref.toyama.lg.jp


8 

 

２ 電子申請フォームにアクセスする 

「富山県電子申請サービス」にアクセスします。 

○「富山県電子申請サービス」URL 

https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetuduki&lgC

d=162027&shinseiFmtNo=0702a1&shinseiEdaban=03 

①画面下部「電子申請をする(電子証明書が不要)」を選択してください。 

 

 

②ログイン画面が表示されます。 

 １－２⑦で受信したメールに記載されている「利用者 ID」と、１－２③で登録した「パ

スワード」を入力し、「ログイン」を選択してください。 

 

 

https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetuduki&lgCd=162027&shinseiFmtNo=0702a1&shinseiEdaban=03
https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetuduki&lgCd=162027&shinseiFmtNo=0702a1&shinseiEdaban=03
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③申請画面に切り替わります。 

★60 分ページ移動がないと、タイムアウトとなり入力内容が破棄されてしまいます。 

画面左下の「申請書一時保存」機能を活用ください。 
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３ 電子申請フォームの入力 

３－１ 申請者(保護者)情報等の入力 

入力例を参考に、設問１～４について入力してください。 

 設問１ 情報閲覧・共有の同意 

【注意】全てのチェックボックスにチェック( ☑ )が入っていない場合は、申請

を差し戻し、修正をお願いいたします。 

  設問２～16 申請者(保護者)の情報等 

        ★入力いただいたメールアドレス宛に「総合支援システムアカウント発行

のお知らせ」メールを送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力イメージ 
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３－２ 代理利用者の情報等を入力 

入力例を参考に、設問 17～25 について入力してください。 

★代理利用者とは…申請者(保護者)とは異なる方が、利用予約や送迎等を行う場合申請が

必要です。 

 設問 17 代理利用者の有無 

 設問 18～25 代理利用者の情報等 

        ★入力いただいたメールアドレス宛に「総合支援システムアカウント

発行のお知らせ」メールを送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力イメージ 
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３－３ 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)の認定を受けようとする児童

の情報等を入力 

入力例を参考に、設問 26～74 について入力してください。 

 設問 27～42 １人目の入力画面 

 設問 43～58 ２人目の入力画面 

 設問 59～74 ３人目の入力画面 

 

＜入力いただく情報＞ 

・氏名(漢字) ・氏名(フリガナ) ・生年月日 ・性別 ・現住所 

・申請者(保護者)との続柄 ・障害等の有無 ・配慮すべき事項の有無 等 

 

３－４ 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)の認定を受けようとする児童

に関する健康調査票を入力 

入力例を参考に、設問 75～128 について入力してください。 

 設問 75～92   １人目の入力画面 

 設問 93～110  ２人目の入力画面 

 設問 111～128 ３人目の入力画面  

 

入力イメージ 

入力イメージ 

入力イメージ 
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３－５ 利用を希望する施設について入力 

入力例を参考に、設問 129 について入力してください。 

 

 

３－６ 申請内容の確認 

３－１から３－５まで入力が終わったら、画面下「次へ」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力イメージ 
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３－７ 提出書類の添付 

①下記に該当する方は、「１－１提出書類の準備」でご用意いただいた書類の提出が必要と

なります。「提出方法」について「申請時添付」を選択し、「ファイルの選択」から添付書類

を選択してください。 

 

・設問 34、50、66「障害等の有無」で「有」を選択された方 

 →１－１で準備していただいた「身体障害者手帳」等のデータを添付 

・設問 36、52、68「その他配慮すべき事項の有無」で「有」を選択された方 

 →１―１で準備していただいた「医師の指示書」等のデータを添付 

・設問８、10「本年１月１日時点の住所」「前年１月１日時点の住所」で「現住所と異なる」

を選択された方で、かつ、「負担軽減の申請を行われる」方 

 →１－１で準備していただいた「市町村民税課税証明書」等のデータを添付 

 

②上記①に該当しない方は、「提出方法」について「提出しない」を選択してください。 

③「次へ」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【認定申請】高岡市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請 

7 

障害等「有」の場合の添付書類 

負担減免の申請「有」の場合の添付書類 

障害等の有無について「有」を選択した場合は、認定 
申請書に記載されている添付書類のうちいずれかを 
添付してください。 

令和７年１月１日現在の住所が「現住所と異なる」場合 
で、かつ、負担減免の申請「有」の場合は、市町村民税 
課税証明書等を添付してください。 
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③確認画面が表示されますので、確認のうえ「送信」を選択してください。 

 

 

④１－２で登録いただいたメールアドレス宛に、申請受付のメールが送信されます。 

※受信までに１分程度かかることがございます。 

 【件名】【電子申請】申請受付のお知らせ 

 【差出人】富山県電子申請サービス shinsei-toyama@pref.toyama.lg.jp 

 ※画面左下「申請書控え保存」を選択すると、申請書データが保存できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【認定申請】高岡市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請 

【認定申請】高岡市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請 

障害等「有」の場合の添付書類 

負担軽減の申請「有」の場合の添付書類 

mailto:shinsei-toyama@pref.toyama.lg.jp
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⑤申請いただいた内容に不備がなければ、審査開始の連絡が１－２で登録いただいたメー

ルアドレスに届きます。 

【件名】【電子申請】審査開始のお知らせ 

【差出人】富山県電子申請サービス shinsei-toyama@pref.toyama.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【認定申請】高岡市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請 

mailto:shinsei-toyama@pref.toyama.lg.jp
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４ 申請内容の修正について 

 申請内容に不備がある場合や、添付書類の不足がある場合は、修正をお願いさせていただ

きます。 

①申請内容の修正については、１－２で登録いただいたメールアドレスにメールをお送り

します。 

【件名】【電子申請】申請内容修正のお願い 

【差出人】富山県電子申請サービス shinsei-toyama@pref.toyama.lg.jp 

 

 

②「富山県電子申請サービス」にログインします。 

  下記 URL から「富山県電子申請サービス」にアクセスし、画面右上「ログイン」を選

択してください。 

○「富山県電子申請サービス」URL 

https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect 

 

 

 

【認定申請】高岡市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請 

mailto:shinsei-toyama@pref.toyama.lg.jp
https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect
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③ログイン画面が表示されます。 

 １－２⑦で受信したメールに記載されている「利用者 ID」と、１－２で登録した「パス

ワード」を入力し、「ログイン」を選択してください。 

 

④画面左「申請履歴を確認する」を選択してください。 

 

⑤画面をスクロールすると、「申請状態」が確認できます。「補正待ち」と朱書き表示されて

いる申請について、画面右下「詳細」を選択してください。 

【認定申請】高岡市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請 
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⑥「補正指示」に修正いただきたい内容が記載されています。 

 画面をスクロールし、画面左下「修正申請」を選択してください。 

 

 

 

⑦画面下「はい」を選択し、「補正指示」の記載内容について修正をお願いします。 

 

 

 

 

【認定申請】高岡市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請 

高岡市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請 

【認定申請】高岡市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請 

負担軽減の申請「有」の場合の添付書類 

障害等「有」の場合の添付書類 
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⑧修正が完了したら画面をスクロールし、画面下「次へ」を選択してください。 

 

 

 

⑨追加で添付資料がある場合は、「提出方法」の「申請時添付」を選択し、「ファイル選択」

からデータを添付してください。添付資料がない場合は、「提出方法」の「提出しない」を

選択して下さい。最後に、画面下部「次へ」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【認定申請】高岡市乳児等支援(こども誰でも通園制度)認定申請 

7 

障害等「有」の場合の添付書類 

負担減免の申請「有」の場合の添付書類 

障害等の有無について「有」を選択した場合は、認定 
申請書に記載されている添付書類のうちいずれかを 
添付してください。 

令和７年１月１日現在の住所が「現住所と異なる」場合 
で、かつ、負担減免の申請「有」の場合は、市町村民税 
課税証明書等を添付してください。 
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⑩確認画面が表示されますので、確認のうえ「送信」を選択してください。 

 

⑪１－２で登録いただいたメールアドレス宛に、再度申請受付のメールが送信されます。 

※受信までに１分程度かかることがございます。 

 【件名】【電子申請】申請受付のお知らせ 

 【差出人】富山県電子申請サービス shinsei-toyama@pref.toyama.lg.jp 

 ※画面左下「申請書控え保存」を選択すると、申請書データが保存できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【認定申請】高岡市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請 

【認定申請】高岡市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請 

負担軽減の申請「有」の場合の添付書類 

障害等「有」の場合の添付書類 

mailto:shinsei-toyama@pref.toyama.lg.jp
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⑫再申請していただいた内容に不備がなければ、審査開始の連絡が１－２で登録いただい

たメールアドレスに届きます。 

【件名】【電子申請】審査開始のお知らせ 

【差出人】富山県電子申請サービス shinsei-toyama@pref.toyama.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【認定申請】高岡市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請 

mailto:shinsei-toyama@pref.toyama.lg.jp
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５ 審査の完了 

 審査が完了したら、１－２で登録いただいたメールアドレス宛に審査完了についてのメ

ールが送信されます。 

※受信までに１分程度かかることがございます。 

 【件名】【電子申請】審査完了のお知らせ 

 【差出人】富山県電子申請サービス shinsei-toyama@pref.toyama.lg.jp 

 

 

 後日「利用認定通知書」又は「利用不認定通知書」を申請者住所宛に郵送いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【認定申請】高岡市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請 

mailto:shinsei-toyama@pref.toyama.lg.jp

